
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 高齢者が生き生きとくらせる社会づくり
 

 

7 県民が安心できる保健・医療体制の整備

 

 

8 こころといのちを守るしくみづくり

高齢者を標準とする社会の実現 長生きしてよかったと思える 

日本一の医療体制の確立 

こころの健康を保持し、 

生きがいを持ってくらせる社会の実現

 自殺対策の

総合的な 

推進 

 高齢者の 

健康・生き

がいづくり

の推進 
 高齢者が 
安心して 
くらせる 

まちづくり 

 地域包括ケア 

・認知症ケア 

の推進 

 地域に根ざし 

開かれた 

医療の推進  
がん対策の 

総合的な推進 

 医食農同源 
など病気に 
ならない 

取組みの推進 

 

 

9 障害者の地域生活を支えるしくみづくり 

障害者が安心してくらせる 

地域社会の実現 

 「ささえあい」の

ためのバリアフリ

ー化の推進や 

相談支援の強化

 

 「すまい」の 

確保と福祉･ 

医療サービス 

の充実 

柱柱ⅢⅢ  いいののちちがが輝輝きき誰誰ももがが自自分分ららししくくくくららせせるる社社会会づづくくりり  

 精神科 

医療体制の

整備・充実
 「いきがい」 

を高める 

社会参加や就労

の支援 

いのちとマグネットの視点 

プロジェクト 

 年齢・性別・国籍などにかかわらず、お互いに“尊ぶ” 

 病気にならないくらしを“創る” 

 日本一の医療体制を確立し、こころとからだの健康を“守る” 

 誰もが生きがいを持ってくらしを“楽しむ” 
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10 男女がお互いを尊重しともに活躍できる社会づくり 

男女共同参画社会の実現 

 
男女共同参画 

の推進 

  男女がともに 

働きやすい 

環境づくり 

 配偶者など 

からの暴力防止

と被害者への 

支援

12 健康で豊かな人生を築くスポーツ振興

誰もがスポーツに親しめる社会の実現 

 ライフステージ 

に応じた 

スポーツ活動 

 誰もが 

スポーツに 

親しめるしくみ・

場づくり 

 

 

11多文化共生の地域社会づくり 

多文化共生社会の実現 

 外国籍県民が

くらしやすい

環境づくり 

 

 

 病気を治療するのも、日常の食事をするのも、 

ともに生命を養い健康を保つために欠くことの 

できないもので、源は同じだという考えに、さ 

らに食材等を育てる「農」を取り込んだ健康観 

です。 

 この医食農同源を推進し、高齢になっても病 

気にならず、元気で健康にくらせるようにする 

ため、食生活習慣の改善などの取組みを進めま 

す。 

コラム：医食農同源とは 

 神奈川で 

くらし学ぶ 

留学生への 

支援 

 
多文化理解

の推進 
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

 地域包括支援センター職員の研修の開催 
① 職員研修などによる地域包括支援センタ

ーの機能強化 県 
 

 
研修の開催、就業支援などの推進 

② 研修の開催など福祉・介護人材の育成や
就業支援など人材の定着・確保の促進 県 

 
総合的な認知症対策の推進 

③ 認知症疾患医療センターの設置促進など
総合的な認知症対策の推進 県 

 施設整備への支援 
④ 特別養護老人ホームなどの介護保険施設

の整備への支援 
県、市町村

民間 
 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

 モデル事業の実施 
① 高齢者と子育て世代がともにくらす多世

代近居のまちづくり 県 

 
促進体制の構築と情報提供 

② サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 
 

県、市町村
民間など

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

 健康・生きがいづくりの推進 
① 社会参画活動やスポーツ・文化活動などの健

康・生きがいづくりの推進 県 
 

 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

 

特別養護老人ホーム整備床数（累計） 

 高齢者を標準とする社会の実現 

 若者から高齢者までともにくらせる地域づくり 

 高齢者が健康で生き生きとくらせるしくみづくり 

 高高齢齢者者がが生生きき生生ききととくくららせせるる社社会会づづくくりり   ６ 

 ねらい 

【現状(2010年)】【2012年】   【2013年】  【2014年】

 目 標 

１．地域包括ケア・認知症ケアの推進 

２．高齢者が安心してくらせるまちづくり 

３．高齢者の健康・生きがいづくりの推進

医療、介護などのサービスが切れ目なく提供される地域包括ケアを推進するため、地域の拠点となる地

域包括支援センターの支援などに取り組みます。 

福祉・介護サービスの質と介護職員の意欲の向上を図るため、働きながら参加しやすい研修の開催など

人材の育成を図るとともに、若年層への福祉・介護の仕事の魅力紹介や就業の支援などを通じて人材

の定着・確保を進めます。 

認知症高齢者や介護する家族を支援するため、認知症疾患医療センターの設置促進や認知症コールセン

ターの運営など、適切な医療の提供や相談支援に取り組みます。 

高齢者の状況に応じたサービスが受けられるよう、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の計画的な

整備を進めます。 

高齢者と子育ての世帯がともに安心してくらせるよう、住宅団地と駅周辺を一体として捉えた地域にお

いて多世代近居のまちづくりを支援するとともに、バリアフリーの街づくりを推進します。
高齢者が安心してくらせる住まいの確保を図るため、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するな

ど、多様な住まいの普及に取り組みます。

高齢者が健康で生き生きとくらせるよう、経験を生かした就業の支援やボランタリー活動などの社会参

画、スポーツ・文化活動などの健康・生きがいづくりを推進します。

高齢者が急速に増加する中で、高齢者が住み慣れた地域で安心し

てくらせるサービス基盤が提供されていることが重要です。そこ

で、適切なサービスを受けてくらすことができることを示す指標

として、特別養護老人ホームの整備床数を目標としています。 

保 土

特別養護老人ホームでの介護 

27,418床 30,800床 32,400床 34,500床

環 商 教
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

  医療機関の整備運営への支援 
① 救急医療や小児・産科医療を行う医療機

関への支援 県 

修学資金の貸付け、研修などの実施 
② 医師、看護職員などの医療人材の確保 

県 

医療情報の共有方法の検討、モデル事業実施 
③ ＩＣＴを活用した医療情報の共有 

県 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

 普及啓発、研修、相談などの実施 
① がんの予防や早期発見に向けた取組み 

県 

工事 開院 装置据付・調整
② 県立がんセンターの整備や重粒子線治療

装置の導入 
県立病

院機構

相談支援、情報提供などの実施 
③ がん患者・家族への支援 

県 

 
 

 

 

 
 
 
 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

普及啓発、研究などの実施 
① 食生活習慣の改善に向けた普及啓発や 

医食農同源の取組み 県 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

病院などに勤務する看護職員の数（単年度） 

 長生きしてよかったと思える日本一の医療体制の確立 

 がんにならない・負けない神奈川づくり 

 病気にならないための生活習慣の改善 

１．地域に根ざし開かれた医療の推進 

身近な地域で適切な医療を受けられるようにするため、救急医療や小児・産科医療を行う医療機関へ

の支援などに取り組みます。 

県民が安心できる地域医療体制を整備するため、修学資金の貸付け、職員の子どもを預かる病院内保

育への支援など勤務環境の改善、離職防止・再就業に向けた研修の実施など、医師、看護職員など

の医療人材の確保に取り組みます。 

患者中心の開かれた医療を実現するため、ＩＣＴを活用したカルテなどの医療情報を患者や病院内外

で共有するためのモデル事業や、東西医療の連携などに取り組みます。

神奈川の看護職員数は全国的に最も低い水準となっており、日

本一の医療体制を確立するためには、看護職員などの医療人材

を確保することが重要です。そこで、病院などに勤務する看護

職員の数を増やすことを目標としています。 

【現状(2010年)】 【2012年】    【2013年】    【2014年】

58,973人 62,400人 － 72,400人

 県県民民がが安安心心ででききるる保保健健・・医医療療体体制制のの整整備備   ７ 

 ねらい 

 目 標 

3．医食農同源など病気にならない取組みの推進 

高齢になっても病気にならずに元気で健康にくらせるようにするため、食生活習慣の改善に向けた

普及啓発や、健康増進に役立つ食の研究をはじめとした医食農同源の取組みなど未病を治す取組み

を推進します。 

2．がん対策の総合的な推進  

がんによる死亡を減らすため、がん予防の普及啓発やがん検診の受診促進など、予防や早期発見に

向けた取組みを進めます。 

がん医療の充実を図るため、県立がんセンターの整備や重粒子線治療装置の導入を進めます。ま

た、早期診断に向けた新たな診断技術の研究開発にも取り組みます。 

がん患者が安心して療養生活を送れるようにするため、緩和ケアの推進や相談支援、情報提供な

ど、がん患者・家族への支援に取り組みます。 

保 環政

モデル人形を使用した看護実習の様子
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

  普及啓発、人材養成研修、相談支援 
① 自殺予防対策の推進 
 

県、市町村
民間 

医療関係者への研修、地域における連携強化 
② うつ病対策の推進 県、政令市

民間 

精神疾患を持つ人などへの訪問支援 
③ 専門チームによる訪問支援 

県 

関係機関との連携などによる支援 
④ 自殺未遂者、自死遺族への支援 県 

民間 

 

 

 

 

 

 
 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

  身体合併症患者などの受入体制の整備・充実 
① 休日・夜間における精神科救急医療体制

の充実 県 

工事 開院 
② 県立精神医療センターの整備 
 

県立病

院機構

 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

ゲートキーパーの養成数（累計） 

 こころの健康を保持し、生きがいを持ってくらせ

る社会の実現 
 身近な地域で精神科医療を受けられる体制の構築

１．自殺対策の総合的な推進 

２．精神科医療体制の整備・充実 

自殺のサインに早期に気づき、自殺を予防するため、自殺防止の普及啓発や人材養成研修、いのちの

尊重に関する教育などに取り組むとともに、メンタルヘルスの問題を抱える労働者や企業、多重債務

者などへの相談支援に取り組みます。
自殺を図った人が直前にかかっていることの多いうつ病の早期治療を進めるため、医療関係者の研修

やかかりつけ医と精神科医の地域における連携強化などのうつ病対策に取り組みます。
精神疾患を持つ人などが孤立することなく地域生活をおくれるようにするため、専門チームによる訪

問支援に取り組みます。
自殺未遂者が再び自殺を図ることを防ぐため、関係機関との連携体制を整備するとともに、自死遺族

の集いに対する支援などに取り組みます。

精神疾患を持つ人がいつでも適切な医療を受けられるようにするため、休日・夜間における身体合

併症患者受入体制の整備を行うなど、精神科救急医療体制の充実に取り組みます。 

精神科医療の機能強化を図るため、県立精神医療センターの整備（芹香病院とせりがや病院の一体

化）を進めます。 

神奈川では自殺者数は高い水準で推移しています。こころの健康を保

持し、生きがいを持ってくらせる社会を実現するためには、自殺を予

防することが重要です。そこで、自殺のサインに早期に気づき、適切

な対応を図る人材（ゲートキーパー）の養成数を目標としています。

【現状(2011年)】 【2012年】    【2013年】   【2014年】

15,000人 20,000人 25,000人 30,000人

 こここころろとといいののちちをを守守るるししくくみみづづくくりり   ８ 

 ねらい 

 目 標 

保 民 教商

県立精神医療センターの整備イメージ 
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

設置・運営の助言や補助 
① グループホームなどへの支援 
 

県、市町村
民間 

 
 

人材養成のための研修の実施 
② 専門的な支援を行う人材養成 
 

県、市町村
民間 

 
 

実施設計     工事着工     工事 
③ 県総合リハビリテーションセンターの再

整備 県 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

運営の支援 
① 地域活動支援センターの運営の支援 
 

県、市町村
民間 

 
 

相談、訓練などによる就労支援 
② 障害者就業・生活支援センターの運営の

支援による就労の支援 
県、市町村
民間 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

 エレベーター設置への支援、道路・公園の整備 
① 民営鉄道駅舎、県管理道路や県立都市公

園などのバリアフリー化 
県 

民間 
 

 
専門的・広域的な支援の実施、人材の養成 

② 専門的な相談支援体制の強化 
 県 

 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

5,136人 

グループホームなど地域で生活する人の数（単年度） 

 障害者が安心してくらせる地域社会の実現 

 誰にもやさしいバリアフリーの街づくり 

 

【現状(2010年)】【2012年】   【2013年】  【2014年】

１．「すまい」の確保と福祉･医療サービスの充実 

２．「いきがい」を高める社会参加や就労の支援 

３．「ささえあい」のためのバリアフリー化の推進や相談支援の強化

障害者の地域における住まいを確保するため、グループホームなどの設置運営や入居を支援します。 

ひとりひとりの障害の状況や特性に応じたサービスを地域において提供するため、専門的な対応ができ

る人材を養成し、支援体制を整備します。 

障害者が安心して地域で生活できるよう、高度専門的なリハビリテーションの拠点施設として、県総合

リハビリテーションセンターを再整備します。 

障害者の地域生活・日中活動を支援するため、地域活動支援センターの運営を支援するなど、社会参加

を促進する環境整備に取り組みます。
障害者の就労を支援するため、就労の相談や訓練などを行う障害者就業・生活支援センターの運営を支

援します。

バリアフリーの街づくりを推進するため、鉄道駅舎のエレベーター整備の支援や横断歩道の段差解消、

幅広歩道の整備、県立都市公園施設のユニバーサルデザイン化などに取り組みます。
障害者からの多岐にわたる相談に的確に応じるため、専門性の高い相談支援や相談支援従事者の養成

や、相談支援体制の強化を図ります。

「施設・病院から地域へ」の理念のもと、障害者が地域社会

において安心してくらすためには、地域に生活の場が確保さ

れていることが重要です。そこで、様々な支援を通じてグル

ープホーム・ケアホームで生活する人の数を増やすことを目

標としています。 

6,000人 6,400人 6,800人

 障障害害者者のの地地域域生生活活をを支支ええるるししくくみみづづくくりり   ９ 

 目 標 

 ねらい 

保 土

サービス管理責任者研修の様子 
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

講座などによる普及・啓発 
① 女性の参画を支援する講座などの実施 県、市町村

民間 

講座、相談、カウンセリングの実施 
② 女性の就業・再就業などの支援 県、市町村

民間 

市町村、NPOなどと連携した普及啓発 
③ 男女共同参画の理解促進 県、市町村

民間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 
実施主体

2012 2013 2014 

企業訪問の実施、ワーク・ライフ・バランスの推進 
① 男女がともに生き生きと働ける職場環境

づくり 
県 

民間 
 
 

事業者の認証制度の普及、保育サービスなどの充実 
② 男女がともに働きながら子育てしやすい

環境づくり 
県、市町村

民間  

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

普及啓発の充実 
① 配偶者などからの暴力の防止に向けた 

普及啓発などの実施 
県、市町村

民間 

相談、一時保護、自立支援の実施 
② 被害者への支援の実施 県、市町村

民間 
 

 

 

 

  

 

 

 男女共同参画社会の実現 

 仕事と家庭が両立できる環境づくり 

 配偶者などからの暴力の根絶 

１．男女共同参画の推進 

２．男女がともに働きやすい環境づくり 

３．配偶者などからの暴力防止と被害者への支援

男女がともに生き生きと働ける職場環境づくりを実現するため、企業訪問などを通じて女性の能力発揮に向けた

企業自らの積極的な取組みを促進するとともに、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けて、中

小企業などを対象にしたアドバイザー派遣、働く母親に対するカウンセリングなどを実施します。
男女がともに働きながら子育てしやすい社会を実現していくため、子育て支援に取り組む事業者認証制度の普及

や男性の家庭・育児参加など社会全体で子育てを支援する環境の整備、市町村と連携した保育サービスの充実や

小学生の放課後児童対策に取り組みます。 

女性の政策・方針決定過程への参画促進や多様な人材の活躍を支援するため、あらゆる分野での男女共

同参画に資する講座、イベントを開催します。
女性のキャリアアップ、就業・再就業などを支援するため、かながわ女性センターの機能を活かした講

座や相談、カウンセリングなどを実施します。
男女共同参画意識の普及に向け、市町村やＮＰＯなどを支援するとともに連携して取り組みます。

 

 ねらい 

    男男女女ががおお互互いいをを尊尊重重ししととももにに活活躍躍ででききるる社社会会づづくくりり 10 
民 商保 教

男女共同参画社会の実現には、政策や方針決定過程への女性の参画が

進むことが重要です。社会の第一線で活躍する女性が増えていくこと

で、審議会等への登用にもつながります。そこで、県や市町村の審議

会等の女性委員の割合を高めることを目標としています。 

28.4％ 

県及び市町村の審議会等における女性委員の登用率
 

配偶者や交際相手などからの暴力防止に向けた普及啓発に取り組みます。 

暴力に悩む女性などを支援するため、市町村やＮＰＯなどと連携して、相談、一時保護、自立支援に取

り組みます。 

 目 標 

33％ 34％ 35％ 

【現状(2010年)】 【2012年】    【2013年】  【2014年】

かながわ女性センターでのパパもいっしょのイベント
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

日本語講座などの実施 
① 外国籍県民のコミュニケーションを支援する 

ための日本語講座などの実施 県 
 

 県立高校への通訳や支援サポーターの派遣 
② 外国籍の高校生に対する学習や学校生活の支援 

県 

支援者のスキルをアップする研修の実施 
③ 外国籍県民の課題解決に向けた支援者 

研修の実施 
県 
民間 

 

市町村などと連携した支援の充実 
④ 災害時における外国籍県民支援の推進 県、市町村

民間 

 

 

 

 

 
 
 
 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

調査・準備 コーディネート、情報発信 
① 大学やＮＰＯ、企業と連携した留学生 

支援機能の整備 県 

 セミナーや県内企業とのマッチング 
② 企業や大学と連携した留学生の就職支援 県 

民間 
 

 
学校などでの国際理解講座などの実施 

③ 留学生と地域との交流と子どもたちの 
国際理解の機会提供 

県、市町村
民間 

 
 

 
  

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

多文化理解の学習機会や情報の提供、あーすフェスタの開催
① 地球市民かながわプラザを中心とした 

多文化理解の推進 
県 

民間 
  

 

 
 

  

 

 

 多文化共生社会の実現 

 留学生にとって魅力ある環境づくり 



１．外国籍県民がくらしやすい環境づくり 

２．神奈川でくらし学ぶ留学生への支援 

神奈川でくらし学ぶ留学生のニーズに応じた支援を行うため、「(仮称)かながわ留学生支援ステーション」機能

を整備し、大学やＮＰＯ、企業などと連携した取組みや、情報発信などを行います。 

県内での就職を希望する留学生を支援するため、企業や大学などと連携して、就職支援セミナーの開催や県内企

業とを結ぶマッチング機会の提供などに取り組みます。 

留学生と地域のつながりが深められるよう、留学生による学校などでの国際理解講座の実施や交流事業の参加へ

の支援を行います。また、これにより、子どもたちの国際理解の推進にもつなげます。

県内で学び働く外国籍県民が地域で円滑なコミュニケーションを図ることを支援するため、国際言語文化アカデ

ミアにおいて外国籍県民を対象とした日本語講座やボランティアを対象とした語学講座などを実施します。 

県立高校に通学する外国籍の生徒が充実した学校生活を送れるよう、通訳や学校生活を支援するサポーターを派

遣する取組みを進めます。
外国籍県民が安心してくらせるよう、多様で複雑な生活課題の解決に向けた支援を行っている方のスキルアップ

のための研修を実施します。
災害時における外国籍県民支援の充実を図るため、市町村や関係機関とも連携して多言語による情報発信などの

取組みを進めます。

 

 ねらい 

    多多文文化化共共生生のの地地域域社社会会づづくくりり 11 
民 

ゴールドコースト市との友好提携事業 あーすフェスタかながわ 

商

外国籍県民の増加や定住化が進む中で、文化や習慣の違いを越

えて安心してくらせる地域社会を実現するためには、様々な支

援が重要です。そこで、外国籍県民支援者のスキルアップを目

的とした研修の受講者数を増やすことを目標としています。 

外国籍県民の課題解決に向けた支援者研修の 
受講者数（単年度） 

教

３．多文化理解の推進 

地域における多文化理解を推進するため、地球市民かながわプラザを中心とした学習機会や情報の提供を行うとと

もに、外国籍県民やＮＰＯなどと連携した多文化共生イベント「あーすフェスタかながわ」を開催します。 

 目 標 

【現状(2010年)】 【2012年】    【2013年】  【2014年】

48人 130人 150人 170人 
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主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

様々なスポーツ活動の推進 
① ライフステージに応じたスポーツ活動の

推進 
県 

市町村

 

 

 

 

 

 

 

主 な 取 組 内 容 実施主体 2012 2013 2014 

広域スポーツセンター機能の充実など 
① スポーツを支えるしくみの整備 
 県 

スポーツの場づくり 
② スポーツをする場の充実 
 

県 

市町村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

子どもが週3回以上のスポーツを実施する率 

 誰もがスポーツに親しめる社会の実現 

 気軽にスポーツができる環境づくり 

【現状(2010年)】 【2012年】  【2013年】    【2014年】

１．ライフステージに応じたスポーツ活動 

２．誰もがスポーツに親しめるしくみ・場づくり 

誰もがスポーツに親しみ健康で豊かな生活ができる生涯スポーツ社会の実現に向けて、子どもの外遊び

の奨励、学校と地域が連携した部活動の活性化や子どもの健康・体力つくりの推進、成人期にスポーツ

に親しめる3033運動の推進、高齢者の日ごろの健康やスポーツ活動の成果を発表するスポーツ大会の開

催など、乳幼児から高齢者までのライフステージに応じたスポーツ活動を推進していきます。

県民の多様なスポーツ活動のニーズに対応できるよう、体育センターが担う広域スポーツセンター

機能を活かした総合型地域スポーツクラブの支援やアスリートの育成、優秀選手の表彰など、スポ

ーツを支えるしくみの整備を図ります。
誰もがスポーツに親しめる環境を整えるため、県の運動施設、学校や大学のスポーツ施設の活用な

ど、スポーツをする場の充実を図ります。


生涯にわたり健康で豊かな生活を送るためには、子どもの頃

からスポーツに親しむ習慣づくりが大切です。そこで、子ど

もが週３回以上のスポーツを実施する率を増やすことを目標

としています。 

45.8％ 47％ 48％ 49％ 

 健健康康でで豊豊かかなな人人生生をを築築くくススポポーーツツ振振興興   12 

 目 標 

 ねらい 

教 保 土

スポーツイベントでの子どもの外遊び 

民 
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